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税金のことで
相談したい
のですが・・・

チャットボット・タックスアンサー・電話相談・面接相談
国税庁ホームページの「チャットボット」や「タックスアンサー」を
是非ご利用ください。電話によるご相談もお受けしています。
面接相談は事前予約が必要です。

解決しない場合は、電話相談センターへ
納税者の皆様からの国税に関する相談については、「電話相
談センター」で受け付けています。
ご利用方法は右の表をご確認ください。

税務署での面接によるご相談は事前にご予約を
税務署では、具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合
など、チャットボットやタックスアンサー、電話相談センターによる解決
が困難な相談内容については、面接相談を受け付けています。
面接相談は、面接時間を十分に確保するほか、ご持参いただく
書類等をお伝えする必要があることから、電話等で事前に相談
日時等を予約してください。

タックスアンサー（よくある税の質問）
国税庁ホームページの「タックスアンサー」
（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ta
xanswer/index2.htm）では、よくある税の質問
に対する一般的な回答を調べることができます。

税務相談チャットボット
国税庁ホームページの「チャットボット（ふたば）」
（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chat
bot/index.htm）は、土日・夜間など、日時によらず、
２４時間いつでも国税に関する相談ができます。

情報公開の手続を
知りたい
のですが・・・

行政文書・個人情報の開示請求
行政機関が保有する行政文書や自分の個人情報の開示を請求できます。

行政文書・個人情報の開示請求の手続
行政文書又は個人情報の開示は、次の方法で請求することができます。
①開示請求書の提出
　行政文書の開示請求は「行政文書開示請求書」、個人情報の開示請求は「保有個人情報開示請求書」を提出してください。
注１：開示請求手数料の納付が必要となります（行政文書１件：300円/保有個人情報が記録されている行政文書：300円（いずれもオンラインの場合は200円））。
注２：個人情報の開示を請求する場合は、本人確認書類が必要となります。

②開示決定等の通知
　開示請求書の提出から、原則として、30日以内に開示・不開示の決定が行われ、開示請求者に通知されます。
③開示の実施（開示対象文書の受取等）
　開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示の実施方法を選択して情報公開・個人情報保護窓口に書面
を提出又は送付し、開示の実施（開示対象文書を受け取る旨など）を申し出てください。

　 注１：開示実施手数料の納付が必要となる場合があります（行政文書の開示請求の場合のみ）。
注２：決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

チャットボットキャラクター　税務職員ふたば

〈電話相談センターのご利用方法〉

国税相談専用ダイヤルに電話する。
０ ５ ７ ０ ｰ ０ ０ ｰ ５ ９ ０ １

より詳しい情報は、国税庁ホームページの「国税に関す
るご相談について」（https://www.nta.go.jp/taxes/
shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm）
をご確認ください。

注１：「番号が確認できません。」という音声ガイダンスがあった場合は、「トーン切り替
えボタン」（＊や＃など）を押してから選択してください。

注２：「050」から始まるIP電話等、国税相談専用ダイヤル（ナビダイヤル）をご利用に
なれない方は、所轄の税務署の代表電話番号におかけいただき、音声ガイダン
スに従って「１」番を選択すると、電話相談センターにつながります。

音声ガイダンスに従い、相談する内容の番号を選択する。

担当の相談官（国税局の職員）がお答えします。

１:所得税　２:源泉徴収･年末調整･支払調書
３:譲渡所得･相続税･贈与税･財産評価
４:法人税　５:消費税･印紙税　６:その他

コラム《スマートフォンを利用して、e-Taxがより便利に》

ICカードリーダライタ不要でe-Taxを利用できます

●マイナンバーカード読取対応のスマートフォンとマイナンバーカードがあればいつでもどこでもe-Taxによる申告ができます。
また、スマホ用電子証明書（Android端末の方のみ）をご利用の場合、マイナンバーカードの読み取りが不要になるほか、スマホ用利用者
証明用電子証明書のパスワード（数字4桁）はスマホの生体認証機能等を利用できます（機種によって異なります。）。

　パソコンで申告書を作成される方も、スマートフォンのアプリ（マイナポータルアプリ）でパソコン上に表示されたQRコードを読み取れば、
e-Taxによる申告ができます。

電子納税証明書（PDF）の請求や受取がスマートフォンで行えます

●スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxを使って電子納税証明書（ＰＤＦ）の請求から受取までの手続ができます。

国税の納付がスマホアプリで行えます

●e-Taxを利用して申告書・源泉所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、メッセージボックスに格納される
受信通知から国税スマートフォン決済専用サイトにアクセスして納付手続ができます。

スマートフォンを利用して、より便利にe-Taxをご利用いただけます。

※　納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。
　　なお、利用するPay払いで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。
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電子納税証明書については、国
税庁 e-Tax ホームページの「電
子納税証明書（電子ファイル）
について」
（https://www.e-tax.nta.go.jp/t
etsuzuki/shomei1.htm）をご覧
ください。

スマホアプリ納付については、
国税庁ホームページの「スマホ
アプリ納付の手続」
（https://www.nta.go.jp/taxes/
nozei/nofu/smartphone_nofu/i
ndex.htm）をご覧ください。

※　QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

マイナンバーカード読取対応のスマートフォンについては、デ
ジタル庁マイナポータルの「よくあるご質問（No.2587）」
（https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?category_id
=3&site_domain=default）をご覧ください。

スマホ用電子証明書を利用するためには、マイナポータルア
プリから申込みが必要です。詳しくはデジタル庁ホームページ
の「スマホ用電子証明書搭載サービス」
（https://digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-
certification）をご覧ください。

QRコード認証については、国税庁 e-Taxホー
ムページの「QRコード認証」
（https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/q
rcode_login.htm）をご覧ください。
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